
様式第15の２（第22条の２の10第７項関係） 

基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少 

（基礎的電気通信役務に用いられる電気通信回線設備の規模の縮小又は電気通信業務の休止若しくは廃止

）の周知の実施届出書 

○○年  ○○月  ○○日 

総務大臣 殿 

郵便番号 

（ふりがな） 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名を

記載すること。） 

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

法人番号（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成25年

法律第27号）第２条第16項に規定する法人

番号がある場合は、記載すること。） 

担当部署名（担当部署がある場合は、名称を記載する

こと。） 

電話番号及び電子メールアドレス（連絡のとれる電話番

号及び電子メール

アドレスを記載す

ること。なお、担当

部署等がある場合

は、当該担当部署等

の電話番号及び電

子メールアドレス

を記載すること。） 

基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少（基礎的電気通信役務に用いられる電気通信回線設備の規模の

縮小又は電気通信業務の休止若しくは廃止）を行いたいので、電気通信事業法第26条の４第２項の規定によ

り、次のとおり届け出ます。 

業務区域の減少（電気通信回線設備の規模の縮

小又は電気通信業務の休止若しくは廃止）をし

ようとする地域単位区域 

 

・○○県 △△市、△△市、△△区、△△町、△△村 

・□□県 

 

業務区域の減少（電気通信回線設備の規模の縮

小又は電気通信業務の休止若しくは廃止）をし

ようとする年月日 

①一時的な休止の場合 

休止期間：△△年△△月△△日～△△年△△月△

△日 

再開予定日：△△年△△月△△日 

 

②それ以外 

△△年△△月△△日 

業務区域の減少（電気通信回線設備の規模の縮

小又は電気通信業務の休止若しくは廃止）をし

ようとする業務 

○○サービスに係る業務 

業務区域の減少（電気通信回線設備の規模の縮 ・老朽化により設備の維持が困難となったため。 

事前届出が必要です。 

提出年月日を記載してください。 

和暦、西暦どちらでも可。 

 

法人番号は、国税庁「法人番号公表サイト」をご参

照ください。 



小又は電気通信業務の休止若しくは廃止）をし

ようとする理由 

・契約者の減少により継続が困難となったため。 

利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又

は事務所の連絡先 

電話：○○-○○○-○○○ 

メール：○○＠○○○ 

※利用者が連絡可能な連絡先を営業所又は事務所

ごとに記載すること。 

業務区域の減少（電気通信回線設備の規模の縮

小又は電気通信業務の休止若しくは廃止）をし

ようとする業務に係る基礎的電気通信役務の

代替となる基礎的電気通信役務 

○○サービス  

※休廃止対象サービスとの比較検討が可能となる情

報（料金、提供条件等）も記載すること。 

利用者の被害の発生又は拡大の防止に資する

情報 

・廃止に伴う詐欺被害の発生を防ぐため、HP上で周

知を行う。 

・消費生活センター等に休廃止に関する利用者被害

の発生又は拡大を防ぐための対策を相談している。 

※利用者被害の発生又は拡大のおそれがない場合

には、その理由を記載すること。 

業務区域の減少等により、基礎的電気通信役務

の提供を終了しようとする当該業務区域にお

いて基礎的電気通信役務に関する契約に係る

申込みの受付を終了しようとする年月日 

△△年△△月△△日 

周知を開始する年月日及び周知の実施期間 △△年△△月△△日～△△年△△月△△日 

周知の実施方法 

※周知をどのように実施するか（項目ごとに当該方

法が異なる場合には、それぞれの方法）を具体的に

記載すること。 

注１ 「業務区域の減少（電気通信回線設備の規模の縮小又は電気通信業務の休止若しくは廃止）をし

ようとする業務」については、「（何）サービスに係る業務」等と記載すること。 

２ 「利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先」については、利用者が連絡

可能な連絡先を営業所又は事務所ごとに記載すること。 

３ 「業務区域の減少（電気通信回線設備の規模の縮小又は電気通信業務の休止若しくは廃止）を

しようとする業務に係る基礎的電気通信役務の代替となる基礎的電気通信役務」については、

当該代替となる基礎的電気通信役務（電気通信設備を変更することによりその代替となる場合

にあつては、当該電気通信設備及び基礎的電気通信役務。以下この注において同じ。）の名称及

びその内容のほか、業務区域の減少（電気通信回線設備の規模の縮小又は電気通信業務の休止

若しくは廃止）をしようとする業務に係る基礎的電気通信役務と当該代替となる基礎的電気通

信役務との比較検討が可能となる情報（当該代替となる基礎的電気通信役務に関する事業者間

協議を行つた場合にあつては、その情報を含む。）を具体的に記載すること。 

４ 「利用者の被害の発生又は拡大の防止に資する情報」については、当該情報を具体的に記載す

るとともに、当該情報（その提供方法を含む。）について事前に消費生活に関する事項について

専門的な知見を有している機関、団体等に相談している場合にあつては、その旨を併せて記載

すること。 

５ 「周知の実施方法」については、周知をどのように実施するか（項目ごとに当該方法が異なる



場合には、それぞれの方法）を具体的に記載すること。なお、本届出より前にも利用者への周

知を行つている場合には、その実施時期及び実施方法の概要についても記載すること。 

６ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 


